
１０．公務災害・通勤災害 

   

公務と相当因果関係をもって発生したと認められる災害（負傷、疾病等）を｢公務災害｣とい

い、勤務のため、住居と勤務場所との間を、合理的な経路及び方法によって往復している途

中の災害を｢通勤災害｣という。 

私たち地方公務員には、公務災害・通勤災害の場合は補償が受けられるという制度が確立さ

れており、この制度は使用者の無過失責任主義をとり、地方公共団体に過失がなくても補償

義務が発生する点で民法上の損害補償とは異なる。 

 

 

 

地方公務員法第４５条 

 職員が公務に因り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは公務に因る負傷若しく

は疾病により死亡し、若しくは障害の状態となり、又は船員である職員が公務に因り行方不

明となった場合においてその者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によっ

て受ける損害は、補償されなければならない。 

地方公務員災害補償法第１条 

 この法律は、地方公務員等の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)

又は通勤による災害に対する補償(以下｢補償｣という。)の迅速かつ公正な実施を確保するた

め、地方公共団体等に代わって補償を行う基金の制度を設け、その行う事業に関して必要な

事項を定めるとともに、その他地方公務員等の補償に関して必要な事項を定め、もって地方

公務員等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 

 

(１)公務災害の認定 

◇基本的な考え方 

  職員が受けた災害が公務災害として認められるためには、職員が公務に従事し、任命権

者の支配管理下にある状況でその災害が発生したこと（公務遂行性）と、公務とその災

害との間に相当因果関係があること（公務起因性）の二つの要件を満たす必要がある。 

 

◇認定基準 

＊負傷の場合 

負傷はその発生が外面的に明らかであるため、一般に公務遂行性が認められれば、公

務起因性も認められる。ただし公務遂行性が認められるものであっても、①故意又は

本人の素因 ②天災地変 ③偶発的な事故 によるものと明らかに認められるものは、

公務起因性が認められず、公務災害とはならない。 

    ＊疾病の場合 

公務上の負傷に起因する疾病は公務上の災害となり、職業性疾病については公務以外

の理由により発病したという反証のない限り公務上の災害となる。その他の疾病は公

務が相対的に有力な原因として作用したことが認められる場合に限って公務上の災害

となる。 

   ＊障害又は死亡の場合 

公務上の負傷又は疾病と相当因果関係をもって生じたことが明らかな障害又は死亡は、

公務上のものとなる。 

   ※腰痛・頚部痛や心・血管疾患、脳血管疾患、肝炎、エイズ、精神疾患等の認定について

は公務災害の判断が困難な場合が多いため、個別に取扱い基準が定められている。 

 

 

根拠となる法令等 
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(２)通勤災害の認定 

 

◇基本的な考え方 

  通勤災害は、｢通勤遂行性｣と｢通勤起因性｣により、通勤災害に該当するかどうかを認定

する。｢通勤遂行性｣の判断に必要な「通勤」とは、職員が、勤務のため、住居と勤務場

所との間を、合理的な経路及び方法により往復することである。したがって、その往復

の経路を逸脱したり中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の往復

中の災害は通勤災害とはされない。ただし、その逸脱又は中断が、日用品の購入等日常

生活上必要な行為であって総務省令で定めるものについては、当該逸脱又は中断の間に

生じた災害を除き、通勤災害とされる。また、勤務場所が複数ある場合の、一つの勤務

場所から他の勤務場所への移動や、単身赴任の場合に、赴任先での住居と勤務場所の間

の往復に先行又は後続する、配偶者の住居と赴任先の住居の間の移動もここでいう通勤

に含まれる。 

 

 

・合理的経路及び方法による場合 

 

  住            勤 

       〇       務       〇    通勤災害該当 

          〇    場 

  居            所       ×    通勤災害非該当 

 

 

 

 

・逸脱又は中断した場合  

    （日用品の購入等の場合）         （日用品の購入等以外の場合） 

                              

  住    × 逸脱 ×    勤   住    × 逸脱 ×    勤    

     〇       〇  務         〇       ×  務     

                場                    場 

  居   〇   中断   〇  所      居   × 中断   〇  所 

 

 

 

 

通勤遂行性が認められるからといって、必ずしも通勤起因性が認められるわけではなく、

「通勤に通常伴う危険」が現実化したものと認められる場合に、通勤起因性が認められ

る。 

 

 

◇認定基準 

  通勤災害は、通勤に起因する負傷、疾病、障害又は死亡に分けられ、その起因性につい

ては、一般的に公務災害の場合と同様に考えられる。 
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(３)認定請求手続き等 

 

   認定及び補償は被災職員（または遺族）からの請求主義をとっており、所属から町教委及

び任命権者を経由して、地方公務員災害補償基金高知県支部に請求する。 

  【公務上又は通勤による災害を受けた職員の社会復帰の促進、その遺族の援護、援助、福祉に必要な事業

を行うために設置された法人】 

 

 

 

 

職員は・・              所属、任命権者は・・ 

災 害 発 生   所属長に災害(負傷、疾病等)発生の   公務(通勤)災害に該当するか 

 連絡をする。 検討し、職員に必要な指示を 

 する。 

 

医療機関で受診   公務(通勤)災害の手続きを取ること   直ちに調査をし、事実確認 

 を告げて、治療費の請求を待っても   を行う。 

 らう。(共済組合員証は使用しない) 

 

公務(通勤)災害 認定請求書、診断書等必要な書類を   認定請求の手助けをする。 

認 定 請 求 所属長に提出。 所属長は必要な証明をして 

                               町教委を経由し、速やかに任 

命権者に提出。 

 

公務(通勤)災害 基金支部で認定基準に基づき審査し   任命権者は調査し意見をつ 

認 定 通 知   た後、公務上・外、通勤災害該当・    けて基金支部に提出。 

 非該当の認定を任命権者を経由し通 

            知。 

 

療養補償費の支払   医療機関に公務(通勤)災害の認定に   被災職員が必要な治療を受 

 なったことを告げ、療養補償費の受    けられるよう、十分な配慮 

 領委任をする。治療費等は支部から    をする。 

 医療機関に直接支払う。 

 

  治ゆ報告書の提出  傷病が完全に治った場合に限らず症   被災職員の状態を把握し、治 

 状固定の場合も提出。         ゆと認められるときは治ゆ報 

告書を提出させる。障害が残 

った場合は障害補償請求の 

手助けをする。 
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(４)校内事務処理の流れ 

 

被災職員が災害発生し公務(通勤)災害認定請求書を提出後、通院等のため正規の勤務時間中

に給与の支給を受けて勤務しない場合、あらかじめ、その事由及び期間を記載した書面を提

出し、任命権者の承認を受け通院等の実態を明らかにしておくことが必要である。ただし、

緊急やむを得ない場合は、口頭・電話等の適切な方法で校長の承認を受け、事後において事

務手続きをする。 

 

 

1.長期の病気休暇（１か月以上）と公務災害を同時申請する場合 

   

手続き：公務災害認定請求と同時に 

病気休暇承認願（手引き 4-3-3病気休暇 1か月以上参照）の作成 

 

【例】4/2被災、4/3から病気休暇を取得することとなった場合 

 

 

出勤簿の表示例 

 

※90日（4/3～7/1）以内 

 

公務災害と認定されるまでは  の表示のみ 

 
 

 

 認定されたら、認定日に遡って  を押印する（90日以内） 
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※91日目(7/2）以降 

 

《事例①》公務災害の認定がおりていない場合 

 

 

    

   認定されたら、4/3に遡って  を押す 

    91日目(7/2)以降は病休の延長申請をし       認定されなかった場合には、 

    と   を押す                  病気休職の申請をし 

                              7/2以降は『病気休職』の表示 

 

 

 

 

《事例②》公務災害と認定されている場合 

 

91日目以降も病気休暇の印を押す（引き続き 1年以内） 

 

 

  

 

2.短期の病気休暇と公務災害を同時申請する場合 

  手続き：公務災害認定請求と同時に 

病気休暇届承認簿（手引き 4-3-3病気休暇 6日以内の場合参照）の作成 

 

【例】4/2被災 

平常勤務しながら時間休で通院（全治 2か月）することとなった場合 

 

 

病気休暇届承認簿の記入例 

 公務災害と認定されるまでは、時間休での病気休暇申請を行う 

 

91 日目（7/2）以降は、決定するまで病休に関する表示はしない 

4-3-10-5（2020.2.27） 



 

 

出勤簿の表示例 

 

 

 

 認定されたら、認定日に遡って以下のとおり処理する（認定日 4/2、認定通知受理 5/28） 

 

病気休暇届承認簿の記入例 

 事由欄に(公務災害認定)と追記する 
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出勤簿の表示例 

 

認定日に遡って  を押す 

 

 
 

 

※認定後に通院する必要があるときは、「病気休暇届承認簿」（事由欄に公務災害と記入）で承認

を受け出勤簿には  と表示する。この場合、「病休」印は省略してもさしつかえない。 

 

 

(５)留意事項 

 

  提出書類 

地方公務員災害補償基金高知県支部発行の「公務災害・通勤災害（防止対策と事務処理の

手引）」を参照し、必要書類を提出すること。なお、様式等は高知県職員厚生課のホームペ

ージにも掲載されています。 

・診断書は定められた様式により提出すること。（やむを得ず医療機関の書式を使用する場

合でも、定められた様式による診断書の内容を備えたものであること。） 

・交通事故（自損事故も含む。）の場合は、交通事故証明書（１通）が必要になるため、人

身事故として警察に届けてください。 

・期限付職員の場合は任用期間のわかる辞令の写しが必要です。 

・「公務災害認定請求書」には学校受付印が必要です。 

 

 

再発防止策について 

公務災害は、被災職員に負担を及ぼすばかりでなく、状況によっては学校経営や児童生徒の 

学習に影響が生じる場合もあるため、日頃から職員一人ひとりが、また、学校として、でき

るだけ災害が生じないように心がけることが必要です。このため、認定請求の書類とは別に

「公務災害がなぜ起きたのか、どうすれば発生を防げるか」という再発防止に向けての取り

組みについて、所属長から（地教委経由）県教育委員会へ「公務災害防止対策実施報告書（県

教委）」を認定請求書と同時に提出しなければなりません。 
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